
 　

税問
合
先　

税
務
課

市
・
府
民
税
の
申
告
受
付

期
間　

２
月
16
日
㈫
〜
３
月
15
日
㈫

（
土
・
日
曜
日
除
く
）

時
間　

午
前
９
時
〜
11
時
30
分

　
　
　

午
後
０
時
45
分
〜
４
時
30
分

場
所　

市
役
所 

１
階
１
０
１
会
議
室

※
申
告
書
の
提
出
は
郵
送
で
も
可

必
要
な
も
の

●
申
告
用
紙
（
税
務
課
に
設
置
）

●
印
鑑
（
認
め
印
）

●
平
成
27
年
分
の
給
与
や
公
的
年
金

等
の
源
泉
徴
収
票
や
収
入
の
わ
か
る

書
類

●
控
除
の
た
め
の
証
明
書
や
領
収
書
、

障
害
者
手
帳
な
ど

■
公
的
年
金
等
以
外
に
収
入
が
な
い

人
は
、
申
告
を
す
る
義
務
は
あ
り
ま

せ
ん
。
公
的
年
金
等
の
支
払
者
に
届

け
出
て
い
る
以
外
で
、
次
の
よ
う
な

場
合
、
申
告
を
す
る
と
税
額
が
減
額

さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
忘

れ
ず
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

●
扶
養
し
て
い
る
親
族
が
あ
り
、
扶

養
控
除
が
受
け
ら
れ
る

●
健
康
保
険
料
の
支
払
い
な
ど
で
社

会
保
険
料
控
除
が
受
け
ら
れ
る

●
医
療
費
が
一
定
額
を
超
え
、
医
療

費
控
除
が
受
け
ら
れ
る

■
平
成
27
年
中
に
収
入
が
な
く
税
額

が
発
生
し
な
い
人
で
も
、
公
営
住
宅
の

入
居
や
奨
学
金
の
申
請
な
ど
、
所
得

に
関
す
る
証
明
書
が
必
要
な
と
き
は
、

申
告
が
必
要
な
場
合
も
あ
り
ま
す
。

■
市
・
府
民
税
の
税
額
を
計
算
す
る

資
料
に
は
、
市
へ
の
申
告
書
の
ほ
か

に
給
与
支
払
報
告
書
、
公
的
年
金
等

支
払
報
告
書
、
確
定
申
告
書
な
ど
が

あ
り
、
申
告
し
た
所
得
以
外
の
収
入

が
あ
る
場
合
や
、
扶
養
控
除
の
対
象

者
に
要
件
を
超
え
る
収
入
が
あ
る
場

合
な
ど
は
、
申
告
時
の
想
定
税
額
と

実
際
の
税
額
が
異
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

※
詳
し
く
は
税
務
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

問
合
先　

泉
佐
野
税
務
署

　
　
　
　

☎
４
６
２
・
３
４
７
１

確
定
申
告
・
納
税
のお

知
ら
せ

■
平
成
27
年
分
の
申
告
相
談
、
申
告

書
受
付
・
納
税
の
期
限

●
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
・

贈
与
税
…
３
月
15
日
㈫

●
個
人
事
業
者
の
消
費
税
及
び
地
方

消
費
税
…
３
月
31
日
㈭

【
注
意
】

●
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の

確
定
申
告
の
窓
口
で
の
相
談
・
申
告

の
受
付
は
、２
月
16
日
㈫
か
ら
で
す
。

●
平
成
25
年
分
か
ら
平
成
49
年
分
ま

で
、
復
興
特
別
所
得
税
（
原
則
と
し

て
各
年
分
の
所
得
税
額
の
2.1
％
）
を

所
得
税
と
併
せ
て
申
告
・
納
付
す
る

軽
自
動
車
税

廃
車
手
続
き
は３月

31
日
ま
で
に

　

原
動
機
付
自
転
車
・
二
輪
・
軽
二

輪
・
軽
四
輪
な
ど
に
か
か
る
軽
自
動

車
税
は
、
毎
年
４
月
１
日
現
在
に
登

録
し
て
い
る
車
両
の
所
有
者
（
使
用

者
）
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
４
月
２
日

以
降
に
廃
車
手
続
を
し
た
場
合
、
平

成
28
年
度
は
課
税
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
す
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　

使
用
し
な
く
な
っ
た
車
両
や
、
他

の
人
に
譲
渡
し
た
り
、
ス
ク
ラ
ッ
プ

や
盗
難
な
ど
で
所
有
し
な
く
な
っ
た

車
両
は
、
３
月
31
日
㈭
ま
で
に
廃
車

な
ど
の
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、市
外
へ
転
出
す
る
場
合
は
、

車
両
の
住
所
変
更
手
続
き
も
し
て
く

だ
さ
い
。

※
廃
車
手
続
き
を
す
る
場
合
は
、
そ

の
車
両
の
軽
自
動
車
税
を
完
納
し
て

お
い
て
く
だ
さ
い
。

問
合
先

●
原
動
機
付
自
転
車
（
１
２
５
cc
ま

で
）、
小
型
特
殊
自
動
車
（
フ
ォ
ー

ク
リ
フ
ト
な
ど
）、
ミ
ニ
カ
ー
…
税

務
課

●
軽
二
輪
・
二
輪
の
小
型
自
動
車
…

和
泉
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
（
和

泉
市
上
代
町
官
有
地 

☎
０
５
０
・
５

５
４
０
・
２
０
６
０
）

●
軽
四
輪
・
軽
三
輪
自
動
車
…
軽
自

こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
確
定
申
告

書
の
作
成
は
、「
復
興
特
別
所
得
税

額
」
欄
の
記
載
漏
れ
の
な
い
よ
う
に

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
振
替
納
税
を
利
用
し
て
い
る
人
の

振
替
日
は
、
申
告
所
得
税
等
は
４
月

20
日
㈬
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税

は
４
月
25
日
㈪
で
す
。

■
納
税
に
係
る
留
意
事
項

●
申
告
書
の
提
出
後
に
、
税
務
署
か

ら
納
付
書
や
納
税
通
知
な
ど
に
よ
る

納
税
の
お
知
ら
せ
は
あ
り
ま
せ
ん
。

納
付
書
を
お
持
ち
で
な
い
人
は
、
所

轄
税
務
署
か
最
寄
り
の
金
融
機
関
に

あ
る
納
付
書
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

●
新
た
に
振
替
納
税
を
利
用
す
る
人

（
振
替
口
座
変
更
含
む
）
は
、「
預
貯

金
口
座
振
替
依
頼
書
兼
納
付
書
送
付

依
頼
書
」
を
納
期
限
ま
で
に
所
轄
税

務
署
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
泉
佐
野
税
務
署
へ
お
越
し
の
人
へ

●
相
談
会
場
の
混
雑
状
況
や
相
談
内

容
に
よ
っ
て
長
時
間
か
か
る
場
合
も

あ
り
、
受
付
を
午
後
5
時
よ
り
前
に

終
了
さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り

ま
す
。

●
駐
車
場
が
狭
い
た
め
、
混
雑
に
よ

り
長
時
間
お
待
ち
い
た
だ
く
場
合
が

あ
り
、
周
辺
道
路
の
渋
滞
も
予
想
さ

れ
ま
す
の
で
、
車
で
の
来
署
は
で
き

る
だ
け
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

動
車
検
査
協
会 

大
阪
主
管
事
務
所

和
泉
支
所
（
堺
市
西
区
山
田
２
丁

１
９
０
番
地
の
３ 

☎
０
５
０
・
３
８

１
６
・
１
８
４
２
）

8広報いずみさの 平成28年2月号

泉佐野市H28.02月号.indb   8 2016/01/18   14:55:20


	税
	市・府民税の申告受付
	軽自動車税廃車手続きは３月31日までに
	税務署からのお知らせ
	確定申告・納税のお知らせ
	■平成27年分の申告相談、申告書受付・納税の期限
	■納税に係る留意事項
	■泉佐野税務署へお越しの人へ




